
第
一
条
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

第
十
五
条
中
「
九
十
六
万
八
千
円
」
を
「
九
十
七
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

両

-1-

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

区
分

九
七
九
、
○
○
○
円

一
、
○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
一
九
一
、
○
○
○
円

一
、
三
二
一
、
○
○
○
円

一
、
四
二
六
、
○
○
○
円

一
、
四
八
六
、
○
○
○
円

二
、
○
三
八
、
○
○
○
円

報
酬
月
額



－2－

八
号

七

号

一
ハ
ロ
万

五
号
四
号

一

一

一

p

7ヲ

二

号

一

号

八
号

七

号 号

一
、

ユ
〃
／

五
号

二
九
五
、
一
○
○
円

三
○
三
、
三
○
○
円

三
一
七
、
六
○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円



－3－

九
号
八
号
七
号 ロ
方

』
漣
、

一
〃
／

五
号
四
号 号

一
一

号

一

号

十
二
号

卜

一

●
ロ
万

十
号

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

四
四
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

二
六
三
、
六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円



第
二
条
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

「
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－4－

‐
最
高
裁
判
所
長
官

区
分

二
、
○
三
八
、
○
○
○
円

報
酬
月
額

十
七
号

十

一レ

ノ、

号

十
五
号

十
四
号

1
一

一
一
一

号

十
二
号

十

一

号

二
六
三
、
六
○
○
円

一
一
一
ハ

七
、

四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円

二
七
九
、
一
○
○
円

二
九
五
、
一
○
○
円

三
○
三
、
三
○
○
円

三
一
七
、
六
○
○
円



－

－5－

判
事

八

に1

7ヲ

七
号 ロ
万

」
、
、

一
〃
／

五
号
四
号 ロ

フヲ

一
一

号

一

口
万

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

四
○
九
、
○
○
○
円

四
四
三
、
九
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

九
七
九
、
○
○
○
円

一
、
○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
一
九
一
、
○
○
○
円

一
、
三
一
二
、
○
○
○
円

一
、
四
二
六
、
○
○
○
円
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号

一
一

号

一

号

一

1

一
一

ロ

万．

十

一

号

十
号
九
号

八

に1

7ヲ

七
号

六

号

五
号
四
号

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一

一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

二
六
五
、
三
○
○
円

二
六
九
、
一
○
○
円

二
七
四
、
五
○
○
円

二
八
三
、
三
○
○
円

三
○
○
、
一
○
○
円

三
○
九
、
○
○
○
円

三
二
五
、
三
○
○
円

三
三
九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円



簡
易
裁
判
所
判
事

－7－

十

一レ

ノ、

号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十
一

号

九
号
八
号
七
号 口
万

』
笠
、

一
〃
〆

五
号

二
六
九
、
一
○
○
円

二
七
四
、
五
○
○
円

二
八
三
、
三
○
○
円

三
○
○
、
一
○
○
円

三
○
九
、
○
○
○
円

三
二
五
、
三
○
○
円

三
三
九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円

三
九
○
、
八
○
○
円

四
○
九
、
○
○
○
円

四
四
三
、
九
○
○
円

四
六
二
、
○
○
○
円



３
新
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
規

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

ｌ
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
報
酬
そ
の
他
の
給
与
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
る
報
酬
そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

（
施
行
期
日
等
）

附

則

一

十

七
号

二
六
五
、
三
○
○
円

－8－



〆

出
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官
の
報
酬
月
額
の
改
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

1

理
由

＄

－9－



○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

弓
手
眼
一
一
し
《
症
．
応
の簡膓
蝿旦

の
郭
酬
月
誰
は
、
性

●
●
●
叩

〃
叱
訓
同
一
壁
討
オ
Ｊ
１
工
上

愼簡
易
栽

の
規
忘

砂
鮒
酬
月
鮠
九
十
六
万
八
千
円
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

－

●
』
も （

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- 1 -

改

案

現

行

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁

§l11

所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

区
分

一
、
一
七
八
、
○
○
○
円

一

三

○
六
、
○
○
○
円

●

四
一
○
、
○
○
○
円

一
、
四
七
○
、
○
○
○
円

二
、
○
一
六
、
○
○
○
円

報
酬
月
額



ぞﾗｰﾏ口
－

七

~！－
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六
口
万

五
号
四
号

の
■
一

一
一
一

号

二

号

●

号

八

号

七

号

六
号
五
号
四
号一 ロ

万・

三
一
七
、
六
○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

九
七
九
、
○
○
○
円

』
、

号

一
〃
ノ

五
号
四
号

三

号

一

一

号
●口
万

八
号

七

ロ
言

ーL、

ノ､

ロ

ー万．

五
号 申

四
号 '二1

万

三

○
七
、

九

○
○
円

三
二
二
、
四
○
○
円

三
四
三
、
八
○
○
円

三
六
七

一
○
○
円

三

八
九
、
三
○
○
円

四
二
三
、
○
○
○
円

五
一
八
、
○
○
○
円

五
七
六
、
○
○
○
円

六
三
六
、
○
○
○
円

七
○
八
、
○
○
○
円

八
二
○
、
○
○
○
円

九
2 －

ノ、

八
、
○
○
○
円



~

~-T-
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八

号
一

－3－

七

に】

写

』 ▲

ノ、

号

五
号

四

号
口

万

二
口
万

一
号
二

号

十
一

号

-|‐

に1

万．

九

に8

丁了

八

号

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

四
四
六
、
○
○
○
円

五

八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

二
六
三
、
六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円

二
七
九
、
一
○
○
円

二
九
五
、
一
○
○
円

七

'二’

万・

六
号
五
号

刑
剴
今回
石

、
に
一

一
二
ロ
万

二
口
万

一

号

十
二
号

十

一◆

号。

十
号

九

号

八
号

三
八
九
、
・
二
○
○
円

四
一

一●

三

○

○
○
円

四
四
○
、
四
○
○
円

五

七
六
、
○
○
○
円

六
三
六
、
○
○
○
円

七
○
八
、
○
○
○
円

八
二
○
、
○
○
○
円

二
四
四
、
○
○
○
円

二
四
九
、
四
○
○
円

二
五
四
、
八
○
○
円

二
六
三
、
五
○
○
円

二
八
二
、
二
○
○
円



－4－



○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

、
ノ
、
ノ
「
ノ

〆
、
〆
Ｌ
〆
Ｌ

判

事

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

七
一
六
、
○
○
○
円

－5－

改
正
案

現

行

そ
の
他
の
高
等
裁
判
所
長
官

東
京
高
等
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
長
官

一

分

八
二
九
、
○
○
○
円

九
七
九
、
○
○
○
円

◆

、

○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
一
九
一
、
○
○
○
円

一
、
三
一
二
、
○
○
○
円

一
、
四
二
六
、
○
○
○
円

一
、
四
八
六
、
○
○
○
円

杢
一
、

○
三
八
、
○
○
○
円

報

酬

額
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.Q
1コ

＋
’

号

－|‐
－

1

Ｍ
○
○
○
、
団
団
￥

Ｍ
○
○
○
、
団
Ｖ
狂

Ｍ
○
○
○
、
￥
戸
亜

Ｍ
○
○
￥
、
Ｖ
二
剛

Ｍ
○
○
丁
、
刷
丁
三

Ｍ
○
○
ｍ
Q

F斗

二二

Ⅲ
○
○
￥
、
ｖ
団
三

田
○
○
三
、
○
三
三

田
○
○
￥
ゞ
斗
一
三

田
○
○
三
、
三
○
三

田
○
○
一
、
亜
咋
苣

田
○
○
一
‐
ｖ
斗
二

且
口
／
ｒ、一

各
斗

.色．
『三I

V

号

七一

号

ゆ一一

一

三
口

一
一
一

号
団
号
互

一旦
ロ
ｖ
手

_皇
に1

r1-

号
Ｖ

且
口
ｒ
ｒｌ

Ｈ
○
○
○
ゞ
朋
刷
￥

Ｍ
○
○
○
・
刷
Ｖ
正

Ｈ
○
○
○
、
￥
二
互

日
○
○
Ｖ
、
三
ｍ
ｍ

Ｈ
○
○
○
、
ｖ
○
団

田
○
○
Ｖ
、
○
Ｖ
三

田
○
○
三
、
￥
￥
三

田
○
○
斗
、
Ｖ
三
三

田
○
○
三
、
亜
二
三

田
○
○
○
、
ｖ
○
三

Ｈ
○
○
一
、
○
○
言

田
○
○
三
、
三
Ｖ
二

号

、／
画下一

些止
に1

可一

号
Ｖ

各

一

､垈止
【三1

二

皇
に1

－

一

号
団
号
汪

告 号
斗
各
Ｖ
号
昨



屑
易
裁

十

一

－

十

一

－7－

十

四
万

九

号

八

号

七

号

一
ハ
ロ
言

五
号
四
号 1．

万．

二

号

－→

号

十

二

号

十
一
号

三
三
九
、
七
○
○
円

一
一

一
一
ハ

六
、
三
○
○
円

三
九
○
、
八
○
○
円

四
○
九
、
○
○
○
円

四
四
三
、
九
○
○
円

四
六
一
＝一

、

○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

二
六
五
、
三
○
○
円

二
六
九
、
一
○
○
円

'．

『三J

万一

九
号

八

号

七

ロ

フプ

“
、

口
言

ユ
ノ 五

号

四
号

一
二
口
写

二

号

一

号
に刀

万．

十
一

申口
万

三
三
○
、
三
○
○
円

一
一
一

四

九
、

－1→

ノ、

○

○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

四
四
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七

六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

一
一
一
ハ
ニ
↓
、

六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円
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第
一
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
中
「
六
十
三
万
六
千
円
」
を
「
六
十
四
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

-1-

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区
分

九
七
九
、
○
○
○
円

一
、
○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
一
九
一
、
○
○
○
円

一
、
二
一
六
、
○
○
○
円

一
、
三
一
二
、
○
○
○
円

一
、
一
二
六
、
○
○
○
円

一
、
四
八
六
、
○
○
○
円

俸
給
月
額



検

事

－2－

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
一

号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号
八
号
七
号

一
ハ
ロ
方

五
号

二
九
五
、
一
○
○
円

三
○
三
、
三
○
○
円

三
一
七
、
六
○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円



－3－

九
号
八
号

七

号

一
ハ
ロ
万

五
号
四
号

一

一

一

号

一
一

号

一

号

一
一

十
号

十
九
号

十
八
号

一
一
一
一

七
、

六
○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

四
四
六
、
○
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

二
六
三
、
六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円



第
二
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

「
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－4－

検
事
総
長

区
分

一
、
四
八
六
、
○
○
○
円

俸
給
月
額

十
七
号

十
六
号

卜

五

号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

二
四
七
、
一
○
○
円

二
五
三
、
四
○
○
円

二
六
三
、
六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円

一
一

七
九
、
一
○
○
円

二
九
五
、
一
○
○
円



－5－

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

四
○
九
、
○
○
○
円

四
四
三
、
九
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

七
一
六
、
○
○
○
円

八
二
九
、
○
○
○
円

九
七
九
、
○
○
○
円

一
、
○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
一
九
一
、
○
○
○
円

一
、
二
一
六
、
○
○
○
円

一
、
三
二
一
、
○
○
○
円



－－

－6－

一
二
ロ
万

凸
一
一
一

口
万

一

号

一
一

十
号

十
九
号

十
八
号

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

四
六
二
、
○
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

二
六
五
、
三
○
○
円

二
六
九
、
一
○
○
円

二
七
四
、
五
○
○
円

二
八
三
、
三
○
○
円

三
○
○
、
一
○
○
円

三
○
九
、
○
○
○
円

三
二
五
、
三
○
○
円

三
三
九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円



gll

検

事

－7－

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十
号
九
号 ロ
万

、ノ

七
号

」
、
今ロ
万

一
〃
／

五
号

二
五
五
、
○
○
○
円

二
六
五
、
三
○
○
円

二
六
九
、
一
○
○
円

二
七
四
、
五
○
○
円

二
八
三
、
三
○
○
円

三
○
○
、
一
○
○
円

三
○
九
、
○
○
○
円

三
二
五
、
三
○
○
円

三
三
九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円

三
九
○
、
八
○
○
円

四
○
九
、
○
○
○
円



３
新
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
規

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

１
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
俸
給
そ
の
他
の
給
与
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
る
俸
給
そ
の
他
の
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

（
施
行
期
日
等
）

附

則

十

七
号

二
四
七
、
一
○
○
円

－8－



出
す
る
理
由
で
あ
る
。

一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
検
察
官
の
俸
給
月
額
の
改
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

理
由

『

－9－



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

刈
り
幸
衣
（
鋲

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

附
則
一
附
則

０
１
１
β

１
面
０
屯
Ｊ
〆
一
Ｌ
ｌ
Ｉ

○
四
九
、
○
○
○
ｍ

条
の
一
篭

卸
検
事
の
俸
給
月
讓
は
、
特
胤
の

ハ
ハ
フ
ー
ン
脾
‐
、
山
Ⅵ
Ｉ
Ｈ
川
訓
４
斗
川
副
Ⅵ
剖
刷
訓
川

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

庇
簡
‐
藻
二
条
〆

○
○
○

- 1 -

改
正
案

現
行



-Z-

○
○
ｍ

隼

靭

－

山
（
）

賑

暇I

田
○
○
○
、
Ｖ
￥
Ｖ

Ｈ
○
○
○
、
○
三
Ｖ

田
○
○
○
、
Ｖ
○
斗

田
○
○
○
・
￥
三
￥

田
○
○
○
、
￥
斗
互

田
○
○
○
、
Ｖ
一
逆

Ｈ
○
○
○
§
三
二
ｍ

剛
○
○
三
・
Ｖ
Ｖ
三

Ｕ
○
○

■
巳
『

牙

肘
○
○
Ｖ
、
三
団
言

田
○
○
団
、
一
二
二
二

Ｈ
○
○
丁
、
牙
○
三

吾 号

団

告
巫

_9口

、／
ヶ＝『ー

号

斗

且
ｐ

Ｖ

竺土
に1

『1I

号

‐|‐

号

｡一一一

号
一

甲一

号
三
十

､皇
に1

，

＋

田
○
○
○
、
Ｖ
斗
皿

Ｍ
○
○
○
、
ｖ
三
Ｖ

日
○
○
○
、
￥
一
斗

田
○
○
○
・
刷
団
￥

田
○
○
○
、
Ｍ
Ｖ
亜

田
○
○
○
、
￥
盲
互

Ⅲ
○
○
￥
、

Ｖ
筥
団

田
○
○
Ｖ
、
ｍ
ｖ
三

Ｍ
○
○
ｍ
、
三
斗
三

○
○
￥
、
ｖ
団
三

日
○
○
三
、
○
三
三

Ｈ
○
○
￥
、
コ
ニ
ニ

各
三
号
、
各
亜
号
￥
号
斗

号

V

号
卯

号

-|‐

号

一
十

､皇
に1

三

一|‐

各
三
十

.とf’二1

m



－ー
八
号

’
八

号
■Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■

言

二

四

○
○

円

－3－

七

号

ﾉ‘､6

号

五

号

四
号 号

二
号

F ■●

1コ

~7プ

二
十
号

十
九
号
八

号

十
七
号

十
ユー

ノ、

◆口
方

三
四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○

四
四
六
、
○
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

二
六
三
、
六
○
○
円

二
六
七
、
四
○
○
円

二
七
○
、
五
○
○
円

二
七
九
、
一
○
○
円

二
九
五
、
一
○
○
円

七
号

』
楚
、

ロ
万

一
〃
〃

五
号
四
号 p

7ヲ

一●

－＝

に1

万．

一

号．

つ
一
一
一
国
一

号

十
九
号

十

八

’二’

万・

十
七
号

十
六
号

三
四
三
、
八
○
○
円

一

一

一
六
七
、

一
○
○
円

三
八
九
、
二
○
○
円

四
二
三
、
○
○
○
円

四
四
○
、
四
○
○
円

五
一
八
、
○
○
○
円

五
七
六
、
○
○
○
円

一一

一

四
四
、
○
○
○
円

二
四
九
、
四
○
○
円

四
、
八
○
○
円

二
六
三
、
五
○
○
円

二
八
二
、
二
○
○
円



冒●● ＞‐ ｜ ‘ ，

’
一
Ｉ



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
・
二
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

山
●
●
●
叩

○
○
○

Ｆ
亥
一
一
八
雪
引
田

－

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
○

－

ー

－ （） 一

改
正
案

現

行

そ
の
他
の
検
事
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

検
事
総
長

区
分

八
二
九
、
○
○
○
円

九
七
九
、
○
○
○
円

今
、

○
四
九
、
○
○
○
円

一
、
》
九
く
○
○
○
円

一
、
二
一
六
、
○
○
○
円

凸
、

の

－●

｡

一
、
○
○
○
円

一
、
二
一
六
、
○
○
○
円

一
、
四
八
六
、
○
○
○
円

俸
給
月
額



検

事
－

八

’二＄

ダフ．

－

－

検

事
－

1■■■■■■■■■■■■■■■■■■

二
七
○
、
五
○
○
円

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■

－6－

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十
三
号

十
二
号

十

一

号

十

●
口
巧

九

'二U

7プ

八

号

七

’二U

アブ

_一

ノ、

ロ

ー石．

●

一

八
三
、

三
○
○
円

三
○
○
、
一
○
○
円

三
○
九
、
○
○
○
円

三
二
五
、
三
○
○
円

三
一
一
一

九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円

一
一
一

九
○
、
八
○
○
円

四
○
九
、
○
○
○
円

１
１
１
匹
一
↓
一
、

一
一
一

九
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円

十
七
号

十
六
号

十
五
号

十
四
号

十

三

号

十
二
口
言

十
一

口

万一

十

号。

九

’三J

万・

八

口

ｱブ

七

に』

~Fブ

ー』、、

ノ、

号

二
七
九
、
一
○
○
円

一一

九

五
、

－◆

○
○
円

三
○
三
、
三
○
○
円

一
一
一

－→

七

一
ハ

○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

一
一
一

四
九
、
六
○
○
円

一

一

ヨー■一つ

七
二
、
四
○
○
円

三
九
四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

五
二
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

六
四
四
、
○
○
○
円



~7＝
一

｜

ロ
万

｜

二
九
五
、
一
○
○
円

－7－

-|‐

合口
石

九
号

八

号

七

号

--』卓

ノ、

口

万・

五
号
四
号

三

号

二

号

一

ロ

ァプ

二

一| ・

号

九

口

万・

三
○
九
、
○
○
○
円

一
一
一
一

一

五

一
一
一

○
○
円

三
三
九
、
七
○
○
円

三
六
六
、
三
○
○
円

三
九
○
、
八
○
○
円

四

○
九
、
○
○
○
円

四
四
三
、
九
○
○
円

四
一.-1-．

ノ、

↓
、

○
○
○
円

一
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

二
六
五
、
三
○
○
円

一

↓
一
、

一
ユ
ノ
グ

九
、
一
○
○
円

|‐

号

九
号

八

号

七

号

一
ハ
ロ
言

五
号
四
号

一
二
口
方

一一

一一凸

号

一

号

二

十

号

十
九
号

三
○
二
、
三
○
○
円

三
一

七

里』一

ノ、

○
○
円

三
三
○
、
三
○
○
円

今
■
｜

一

一

四
九
、
六
○
○
円

三
七
二
、
四
○
○
円

二手
申一一｡

九

四
、
九
○
○
円

四
二
八
、
六
○
○
円

四
四
六
、
○
○
○
円

五
些
六
、
○
○
○
円

五
八
四
、
○
○
○
円

二
六
三
、
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裁判官報酬法の一部を改正する法律案

検察官俸給法の一部を改正する法律案

一御説明資料一

令和6年9月

法務省
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｢悪雇圃湿示犀盲屋羅房症忍盲同マー－

令和6年8月8日、人事院は、国会及び内閣に対し、民間給与との較差（2． 7

6％）を解消するため、俸給月額の引上げ等を内容とする一般職の職員の給与改定

を勧告した。

これに伴い、裁判官及び検察官の報酬・俸給月額についても、その対応する一般

の政府職員の俸給表に準じて、裁判官・検察官の報酬・俸給月額を5， 300円か

ら22， 000円引上げる改定を行うこととしたものである。

これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日から施行し、

令和6年4月1日に遡って適用する。

また、同勧告においては、給与制度の整備（アップデート）に係る措置内容も盛

り込まれ、 このうち、俸給に係る内容として、行政職俸給表（一）については、係

長級（3級）～本府省課長補佐級（7級）の俸給の最低水準の引上げ等の措置が執

られるとともに本府省課室長級（8級～10級）においても俸給体系の見直しが行

われることにより俸給水準が底上げされることから、 これに対応し、行政職俸給表

（一）の適用を受ける職員の俸給に準ずる裁判官・検察官の報酬・俸給月額を1，

600円から18， 40()円引き上げる改定を行うこととしたものである。

これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和7年4月1日から

施行する。

－1－



■本年の給与勧告のボｲﾝﾄ①
’

て、約30年ぶりとなる高水準のベースアップ回」、

－

’

瓢

※官民較差はいわゆる「ベア」に相当。モデル試算した定期昇給分を加えると､月収で約4.4％の給与改善

官民較差の額11,183円は､平成3年の11,244円以来､33年ぶりの水準｡官民較差の率2.76％は､平成4年の2.87％以来､32年ぶりの水準

r

d

L卜

『一一，■■一一一一一一一一一一一一一ー－，■■一一ーーーー‘一一ーーーー’■■’■･ ･■D･･■！■■｛■■ー’■■－1■■ーーーーー●■■一一，■■一一ー一一一ー一一一一ーーーー一一ーー，■■ー･■ローーー，■Dーー一一一－一一一一一ー一一一一一‘■●！■
1

､／国家公務員は、労働基本権が制約されているため、代償措置としての人事院の勧告（給与勧告）に基づき給与を決定 I

,，国家公務員も勤労者であり､勤務の対価として適正柵与を支給する必雲｡給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保す ’
｜ ることは、人材の確保等にも資するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

|ザ給与勧告は、国家公務員法第28条に定める情勢適応の原則に基づき、経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定され ’

｜ る常勤の民間従業員の給与水準と､常勤の国家公務員の給与水準を均衡させること(民間準拠)が基本

| ､／本年は、約11,700民間事業所の約47万人の個人別給与を調査（完了率82.5％） 。主な給与決定要素（役職段階、勤務地域、学歴、 ｜

｜ 年齢）を揃えた精密な比較を実施して給与勧告
I_‐－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‐_.‐‐‐‐._‐‐‐‐_.‐－－－－－－－－．－－－．．－－．．－－－－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-----‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐...‐‐ｰ‐‐』

γザザ

1

■本年の給与勧告のボｲﾝﾄ②

月例給 I[民間と公務の本年4月分給与を調査｡主な給与決定要素を同じくする者同士を比較]《令和6年4月1日実施》
､／民間給与との較差11,183円［2.76％］ 〔行政職俸給表(一)適用職員･･現行給与405,378円、平均年齢42.1歳〕

＝民間給与との較差を解消するため、俸給表を引上げ改定〔内訳：俸給9,836円寒冷地手当80円はね返り分(※) 1,267円〕

’

※俸給の改定により諸手当の額が増減する分

し採用市場での競争力向上のため､初任給を大幅に引上げ

【総合職(大卒)1230,000円(+14.6%[+29,300円]) 【一般職(大卒)1220,000円(+12.1%[+23,800円])

【一般職(高卒)] 188,000円(+12.8%[+21,400円])※本府省採用の場合､【総合職(大卒)]284,800円【一般職(大卒)]271,200円

似若年層に特に重点を置きつつ､おおむね30歳台後半までの職員に重点を置いて､全ての職員を対象に全俸給表を引上げ改定
※平均改定率(行政職俸給表(－))は､1級[係員］11.1％､2級[主任等］7.6％､全体3.0%

※勧告後の平均給与(行政職俸給表(－))は、月額416,561円(＋11,183円､＋2.76％)、年間給与6,916,000円(+228,000円､+3.4%)

ボーナス 1[直近1年間(昨年8月~本年7月)の民間の支給割合と公務の年間の支給月数を比較]《令和6年4月1日実施》
民間の支給割合…4.60月
ハ．"へ毒』－－必八面u‘L 〒_全一 ． ．､戸 （一般の職員の場合の支給月数）

’
γ民間の支給割合…4.60月

､／公務の平均支給月数…現行4.50月

し民間の支給状況に見合うよう引上げ

年間4.50月分→4.60月分(＋0.10月分）

仁期末手当及び勤勉手当の支給月数を

ともに0.05月分ずつ均等に配分

｜ －6月期 12月期

令和6年度期末手当

勤勉手当

1.225月（支給済み）

1.025月（支給済み）

1.275月（現行1.225月）

1.075月（現行1.025月）

7年度期末手当
以降勤勉手当

月
月

５
５
２
０

１
１

月
月

５
５
２
０

●
■

『
０
Ⅱ
０
甜
日
日
Ⅱ
０

｜ 寒〉帯地手当 l 《手当額改定:令和6年4月旧実施､支給地域改定:令和7年4月1日実施》
、／民間の同種手当の支給額を踏まえ、月額を11.3％引上げ。新たな気象データ(メッシュ平年値2020)に基づき、支給地域を改定

※このほか､初任給調整手当及び委員、顧問、参与等の手当等について所要の改定

－2－ 2

＞ i【月例給】官民較差： 11,183円（2.76％）を用いて引上げ改定

＞ 【ボーナス】0.10月分引上げ（年間；4.50月→4.60月）

＞【給与制度のアップデート】現下の人事管理上の重点課題に対応し､時代の要請に即した給与制度に転換

①若年層給与水準の競争力向上、②職務・職責重視の処遇、③能力・実績の適切な反映、④地域の民間給与水準反映、⑤採用・異動をめぐるニーズへ

の対応、⑥環境変化への対応という6つの観点から、俸給及び地域手当・通勤手当・ボーナス等の諸手当にわたり包括的に給与制度を整備

給与勧告制度の基本的考え方

給与制度のアップデートの先行実施



■給与制度のｱｯプデｰﾄ基本的な考え方
I

1

対応す（き課題1 入u"Lハツ‘、竺固不正塁 」

②組織パﾌｫｰﾏﾝｽの向上 ③ﾜｰｸｽﾀｲﾙやﾗｲﾌｽﾀｲﾙ
の多様化八の対応
職員の選択を後押しし､様々な形での活躍を
支援

⑪人材の確保への対応

潜在的志望者層にも訴求し得る給与とし、
採用市場での競争力を向上

役割や能力･実績等をより反映した処遇と
するとともに､全国各地での行政サービス
提供＃樹寺のため人事配置を円滑化

若年層の採用等における
より競争力のある給与水準の設定

職務や職責をより重視した
俸給体系等の整備

能力･実績をより適切に反
昇給･ボーナスの決定

映した

民間の動向や人材確保の困難性を踏まえ、
初任給等若年層の給与水準の引上げ

特に管理職は､重い職責を反映した俸給水準と
するなど処遇を改善

職員層や各府省の実情に応じて､よ
勤務成績反映ができるよう措置

り柔軟･適切に

’
１
Ｊ6つの観点で給与制度を整備

採用や異動をめぐる様々なニーズ
八の適応

地域における民間給与水準の反映 その他環境の変化八の対応

人材確保の困難性や､ライフスタイルの多様化
を踏まえ､採用･人事配置の円滑化のため、
通勤手当･単身赴任手当や再任用された職員の
諸手当を見直し

生活補助的な給与について官民の状況の変化を
踏まえたものとするため､扶養手当を見直し

最新の民間データを反映するとともに、
異動の円滑化等に資するよう地域手当を見直し

制度別の具体的な措置内容は次ページ以降のとおり。なお､特に記載するものを除き､令和7年4月から実施。
3

■給与制度のｱｯプデｰﾄ措置内容①俸給
係員級:新卒初任給の引上げ等’
・初任給や若年層の俸給月額を大幅に引上げ

、／民間の初任給の状況等を踏まえた水準とし採用面での競争力を向上

、／初任給引上げを踏まえ､若年層が在職する号俸についても俸給月額を引上げ

、／人材確保の困難性を踏まえ､令和6年4月に遡及して先行実施

・勤務成績をより昇給に反映可能となるよう見直し

、/上位の昇給区分の職員割合を係長級～課長補佐級と同様の割合に引上げ
（現行20％→見直し後25％）

係員級：新卒初任給の引上げ等
ロ

【行政職俸給表(一)の初任給】

総合職試験
（大卒）

一般職試験
（大卒）

ー般職試験
（高卒）

改定前 200,700円 196,200円 166,600円

改定後| 230,000円 | 220,000円 188,000,円

+29,300FJ

(+14.6％）
+23,800円
(+12.1％）

+21,400円

(+12.8％）

(注） 「本府省勤務の場合」は､地域手当(20％)及び本府省業務調整手当を含む。■■■■■■■

【係長級～本府省課室長級の俸給水準(行政職俸給表(一))】
(イメージ図）

（
俸
給
月
額
）

’本府省課室長級:職責重視の俸給体系への見直しl●各級の初号の額を引き上げつつ職務の級間の水準の重なりを解消

、／より職責を重視した俸給体系となるよう大幅見直し

●昇格時の俸給上昇幅(最大5万円の上昇)拡大

、／昇格により給与が大きく上昇する仕組みに

●昇格による給与上昇を基本とし､成績優秀者は昇給でも更なる
給与上昇を確保

※行政職(－)､専門行政職税務職､公安職(一)(二)､教育職(－)､研究職､医療職(一)に導入

本府省課室長級：職責重視の俸給体系への見直し
一一◇力へ毎匡コヘ華一コ’－1－0－垂一一酷I､寺や杢乙宕画画杢－1．全』士グ

Ｊ

3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

’ 係長級～本府省課長補佐級 本府省課室長級

寺 4

本府省勤務
の場合

284,800円 271,200円 232,800円



給与制度のアップデート措置内容②地域手当
I ’地域手当の大くくり化等地域手当の大くくり化等 【現行】 》

｜
職
一
恥
一
榊
一
馳
一
軸
一
鋤
榊

》
｜
秘
一
峨
一
僻
一
慨
一
峨
一
確
一
認

支給地域の例

東京都特別区

横浜市､大阪市

さいたま市､千葉市､名古屋市

神戸市

京都市､広島市､福岡市

仙台市､静岡市､高松市

ｷl』兇市､新潟市､岡山市

●支給地域の単位の広域化

、/都道府県を基本とする。中核的な市(都道府県庁所在地及び
人口20万人以上の市)については当該地域の民間賃金を反映

●級地区分をシンプルに

、／20％､16％､12％､8％､4％の5級地に再編。民間賃金が高い
東京都特別区については引き続き20％に設定

●支給割合の変動に伴い激変緩和に配慮

、／現行からの支給割合の引下げは4ポイント以内に抑制

、/支給割合の引下げは段階的に実施(1年1ポイントずつ。
引上げもこれに合わせて段階的に実施）

【激変緩和措置】例:現行4級地12％→見直し後4級地8％

●支給地域の単位の広域化

、/都道府県を基本とする。
人口20万人以上の市)に

等
一
等
一
鞠
一
等
一
等
一
等

ヨユ

【見直し後】

16都府県
＋79市

支給地域の例
(都府県で指定） （中核的な市で個別に指定）

級地区分 支給割合

1級地

Z綱也

3級地

20％ ｜

'‘％ ｜票誌‘
,2％ ｜神奈川県､大阪府

東京都特別区

横浜市､大阪市
等

さいたま市､千葉市､名古屋市等

4級地
12％ 給

合
％

支
割
Ⅱ
華
罪
慨 支給

割合
8％

仙台市､静岡市､神戸市、
広島市､福岡市

9％ 4級地 愛知県､京都府8％
等

I I 茨城県､栃木県、
埼玉県､千葉県、
瀞岡県､三重県、
滋賀県､兵庫県、
奈良県､広島県、
桶岡県

1年1 ポイントずつ引下げ

’
5級地 4％ 札幌市､岡山市､嘉松市令和6 令和7 令和8 令和9 令和10（年度）

・現在10年ごととしている級地区分の見直し期間を短縮 等

異動保障の延長|[令和7年4月以降の異動書に適用］
●現在2年間としている異動保障の期間を異動後3年間に延長

・3年目の支給割合は異動前の60％
、／1年目異動前の100％､2年目異動前の80％は現在と同様

－

例： 1級地20％
→4級地8％に異動

｝
’ 4級地

(8％）
5

見直し後の支給地域及び支給割合

級地・支給割合 都道府県 都道府県の級地と異なる地域

1級地(20%) 東京都：特別区

茨城県：つくば市
神奈川県：横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市
大阪府：大阪市、吹田市

2級地（16％） 東京都

茨城県：取手市、守谷市
埼玉県：さいたま市、志木市、和光市
千葉県？千葉市、成田市、袖ヶ浦市、印西市
愛知県：名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市
兵庫県；西宮市、芦屋市、宝塚市

神奈川県
大阪府

3級地（12％）

宮城県
茨城県

埼玉県
千葉県

静岡県
三重県
滋賀県
兵庫県
奈良県
広島県
福岡県

仙台市、多賀城市
水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市
川越市、東松山市、上尾市、朝霞市、坂戸市
市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、富津市、浦安市
静岡市
四日市市、鈴鹿市
大津市、草津市、栗東市
神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、川西市、三田市
奈良市、大和郡山市、天理市
広島市
福岡市、春日市、福津市

愛知県

京都府
4級地（8％）

茨城県
栃木県
埼玉県
千葉県
静岡県

三重県
滋賀県
兵庫県
奈良県
広島県
福岡県

北海道：札幌市
群馬県：前橋市、高崎市、太田市
富山県；富山市
石川県：金沢市
山梨県：甲府市
長野県:長野市、松本市、塩尻市
岐阜県：岐阜市
和歌山県：和歌山市、橋本市
岡山県：岡山市、倉敷市
香川県：高松市

5級地（4％）

注:表中｢都道府県の級地と異なる地域｣については､国家公務員が騨隈'る地域のみ掲げている。 6

異動保障
1年目
（20％）

■一一一一■■■■■■■

異動保障
2年目
（16％）

（12％）
＝一一一＝■■■■一■■



■_給昼制度のアップデート措置内容③その他諸手当
』

扶養手当の見直し 固勤手当の引上け．支給要1千砿大寺l
●通勤手当の手当額を大きく引上げ

、／支給限度額を15万円に引上げ

、／新幹線等の特別料金も支給限度額の範囲内で全額支給

●通勤手当･単身赴任手当の支給要件を拡大

、／採用時から新幹線等に係る通勤手当や単身赴任手当の支給を可能に

、／育児､介護等の事情により転居した職員にも新幹線等に係る通勤手当
の支給を可能に

上限5.5万円 上限2万円

詞望月幸当囮 画1『犀

上限2万円

●配偶者に係る手当を廃止。子に係る手当を13,000円に引上げ

、/配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況の変化に対応

γ子を有する職員に対する生計費の補填を充実

●2年間で段階的に実施

扶養親族 現行 令和7年度 令和8年度

行(一）
7級以下 ▽

新幹線
特急料金
1/2相当額

6,500円 3,000円
▼

廃止配偶者 【現行】行(－）
8級

＋廃止3,500円

等 上限15万円▼子(1人当たり） 10,000円 11,500円 13,000円

’在来線運賃相当額十新幹線特急料金相当額【見直し後】※上記以外の扶養親族に係る扶養手当は変更なし

｜
卜彙賠ドニ寡*欣夫

ｌ
例管理職員特別勤務手当の支給対象拡大 再任用された職員八の手当支給の拡大再任用された職員八の手当支給の拡大

●定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に
異動の円滑化に資する手当を新たに支給
、／地域手当の異動保障等

γ研究員調整手当

γ住居手当

、／特地勤務手当(準ずる手当含む）

γ寒冷地手当

［地域手当の異動保障､特地勤務手当に準ずる手当は令和7年4月以降の
異動者に適用］

●各手当の支給額は一般の職員と同様

●定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再
異動の円滑化に資する手当を新たに支給
、／地域手当の異動保障等

γ研究員調整手当

γ住居手当

、／特地勤務手当(準ずる手当含む）

γ寒冷地手当

［地域手当の異動保障､特地勤務手当に準ずる弓
異動者に適用］

●各手当の支給額は一般の職員と同様

●平日深夜に係る支給対象時間帯と支給対象職員を拡大

γ勤務実態に応じた適切な処遇を確保

支給対象 見直し後現行

時間帯 午前0時～午前5時 午後m時～午前5時

指定職職員､専門スタッフ職職員(2級
以上)､特定任期付職員､任期付研究員
(招へい型)を追加

俸給の特別調整額
適用職員のみ

職員

Ｉ

7

制度のアップデート措置内容④ボーナス

’勤勉手当の成績率の上限引上げ等勤勉手当の成績率の上限引上げ等

’’ ●本府省課長級以下の職員について､最上位の成績区分の
成績率(支給月数に相当)の上限を平均支給月数の3倍
に引上げ

●各府省の裁量により最上位の成績区分の適用者を増や
せるよう､上位の成績区分の人員分布率を見直し

●本府省課長級以下の職員について
成績率(支給月数に相当)の上限老
に引上げ

●各府省の裁量により最上位の成蒜
せるよう､上位の成績区分の人員う

【勤勉手当の成績率及び人員分布率(一般職員の場合)】

現行 見直し後

rF

I 平均支給月数の2倍” ｜平均支給月数の3倍 I
｢特に優秀」区分の
成績率上限

Z』-匹

(平均支給月数1.025）

3"_li

(平均支給月数1.05）

｢特に優秀｣と｢優秀｣を合わせ
て30％以上(うち『特に優秀」
を5％以上)※

上位の成績区分の
人員分布率

特に優秀：5％以上
優 秀：25％以上

※例えば､｢特に優秀｣10％､｢優秀｣20％とするなど柔軟な適用が可能になる。

。

’特定任期付職員のボーナス拡充特定任期付職員のボーナス拡充
【現行】

成綴優秀者のみに俸
給月額の1月分支給

●期末手当及び勤勉手当を支給する形に再編

、／特定任期付職員業績手当を廃止

、／成績優秀者は､見直し前の期末手当と特定任期付職員業績手当
を受けた場合より高い水準を可能に

γ成績標準者は､見直し前の期末手当と同水準

ﾛ■ (成績標準の場合） （成綱優秀の場合）
1
85－P1L－

在来線運賃相当額



||【参考】給与制度のｱｯプデｰﾄ措置内容-寛 ※特記するものを除き
令和7年4月から実施

【見直し後の支給地域】 16都府県+79市

新卒初任給や若年層の俸給月額を大幅に

引上げ。採用市場での競争力のある水準に

（令和6年4月実施）

係長級～本府省課長補佐級の俸給月額の最
低水準を引上げ。早期昇格時や民間人材等
の採用時の給与を改善

地域の民間賃金に関する最新データを反映

隣接する市町村との不均衡などの指摘も踏ま
え､支給地域等を見直し

＞支給地域：市町村単位から都道府県単位へ
広域化。民間賃金の高い中核的な市は個
別指定

＞級地区分：7段階から旦段階へ削減 ，

＞激変緩和：支給割合の引下げは4ポイント
以内に抑制､1年1ポイントずつ段階実施。
引上げは都道府県割合の1段階上までに
抑制､原資の状況を踏まえて段階的実施

異動保障を2年間から3年間に延長

今後の見直しは現行の10年より短期間で実施

支給地域の例

(都府県雷制定） （中核的較市で個別に指定）

級地
区分

支給
割合

1級地 20％ 東京都特別区

2級地 東京都 機浜市､大阪市 箸16％

神奈川県.大阪府挫霊市､千葉市、
● 等

3級地 12％
の体系にこつい

刷新。重い役割に見合う処遇を確保

〉俸給月額の最低水準引上げ､隣接する級間
の俸給月額の重なり解消などにより､昼掻
時に給与が大きく上がる仕組みに

〉成績優秀者は昇給により更に大きな給与
上昇を確保

愛知呉京都臓瀧鶇驍神零2

4級地 8％

茨城県､栃木県、
埼玉県､千葉県、
静岡県､三箇県、
滋賀県､兵庫県、
奈良県広島県、
福岡県

5級地 4％ ﾎ1A見市､岡山市､高松市

等

|その他諸手当l l採用異鋤ニース｣…蹄

当たり15万円に引上げ。非課税限度額まで全額支給し､新幹線通勤や遠距離通勤者の自己負担を解消1かの

から支給可能 人事配置の円滑化を図る観点から支給要件を緩和に､さらに、
一
」

要因時から寺給石T昔陰に

拡大。緊急対応等の勤務実態に応じた処遇を確保

。配偶者の働き方に中立的な制度に向かう社会状況の変化や少子化対策に対応宝

……
「･

I再任用職員IF

勤勉手当の成績率上限を引き上げ､平均支給月数の3倍に設定。特に高い業績を挙げた者のボー
ナス増額を可能に 住居手当、 釜〕

を支給。多様な人事配置での活躍を支援。勤務成績を適時に反映し､優秀な専門人材の年収増を可能に

9
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スライドズ 4月較差改正令和7年4鼠判官 察官の報酬 給月 比表 正

－7－

官職・号俸 報酬・俸給月額 差額

裁判官 検察官
現行（円）

い）

R6.4. 1適用
改正案（円）

<b）

R7.4. 1適用

改正案（円）

くむ）

R6 ‘11適用と現行

の雄帥（円）

(41J （ (tj）-(品ノ ）

R7.4. 1適用とR6.4. 1

適用の差額（円）

<､） ( (ご)一（b> 》

R7．4 1遮用と現17

の差餓（円）

(に） － （a）

最高裁長官 2,016,000 2,038,000 2,038,000 22，000 0 22,000

最高裁判事 検蛎総長 1,470,000 1,486,000 1,486,000 16，000 0 16, ()00

東京高裁長官 1，410，000 1,426,000 1,426,000 16,000 0 16，000

その他の高裁長官 東京高検検事畳 1,306,000 1，321，000 1，321，0()0 15，000 0 15，000

次長検車

その他検事長
1,203,000 1,216,000 1，216，00(） 13,00(） 0 13，000

判 1 検 1 1, 178,000 1, 191,000 1． 191．()00 13，000 0 13，000

判 2 検 2 1,038,000 1,049,000 1，049，00(） 11，000 0 11，000

判 3 簡特 検 3 968,000 979,000 979,()00 11，000 0 11，()00

判4 簡 1 検 4 820,000 829,000 829,000 9，000 0 9,000

判5 簡 2 検 5 708,000 716.000 716,000 8，000 0 8,000

判6 簡 3 検 6 品'l ・特 636,000 644,000 644,000 8，000 0 8,0()0

判 7 簡4 検 7 MII 1 576,000 584,000 584,000 8,000 0 8,000

判 8 検 8 副 2 518,000 526,000 526,000 8,000 0 8,000

簡 5 g11 3 440,400 446,000 462,000 5,600 16，000 21，600

補 1 簡 6 検 9 剛4 423,000 428,600 443,900 5,600 15，300 20,900

補2 簡 7 検10 品リ 5 389,300 394,900 409,00(） 5,600 140 100 19，700

補3 簡 8 検1 1 副 6 367， 100 372.400 39(),800 5,300 18,400 23,700

補4 簡 9 検12 ､11 7 343,800 349.600 366,300 5,800 . 16,700 22,500

補 5 簡10 検13 g'l 8 322,400 330,300 339,700 7,900 9,400 17，300

補6 簡1 1 "14 畠リ 9 307，900 317,600 325,300 9,700 7,700 17，400

補 7 簡12 検15 閉り10 291，400 303,300 309,00(） 11，900 5,700 17，600

補8 簡13 検16 m'l 1 1 282,200 295, 100 300, 】()0 12，900 5,000 17,900

補 9 簡1 4 検17 m'l 1 2 263,500 279,100 283,300 15，600 4,200 19，800

補10 簡15 検18 M113 254,800 270,500 274,500 15,700 4,000 19，700

補1 1 簡16 検1 9 m11 14 249,400 267,400 269, 1()(） 18，000 1,700 19,700

補12 簡17 検20 &'l l 5 244,000 263,600 265,300 19，600 1,700 21，300

M'l l6

M11 17

233,000

226,500

253,400

247． 100

255,000

247， 100

20,400

20，600

1．600

0

22,000

20，600



報酬・俸給月額引上げの算定方法について

1 裁判官・検察官の報酬・俸給月額については、従前より、特別職及び一般職の

俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定めている （対応金額スライド方

式)。平成18年度の一般の政府職員の給与構造の改革により、行政職俸給表

（一）における職務の級の統合や号俸のカット、指定職俸給表における一部号俸

のカットが行われた。それ以降、裁判官・検察官の報酬・俸給月額については、

一般の政府職員の俸給表の改定率と同様の改定率で改定することとしている。

2 まず、民間給与との較差等に基づく改定（報酬法改正案・俸給法改正案の第1

条）については、 これまでと同様に、今回の一般職の俸給月額の改定に伴う報

酬・俸給月額の改定対象のうち、給与構造改革後も、それまで対応していた指定

職俸給表の号俸がカットされず、残存したもの（判事1～5号、簡裁判事特号、

1号、 2号、検事1～5号）については、その対応する指定職俸給表の俸給月額

と同じ改定率で改定額を定めている。

他方、給与構造改革により、それまで対応していた指定職俸給表及び行政職俸

給表（一）の号俸がカットされたもの（判事6～8号、判事補1～10号、簡裁

判事3～15号、検事6～18号、副検事特号、 1～13号、 16号）について

は、それまで対応していた号俸の俸給月額を元に、仮定号俸を設定した上で、 こ

の仮定号俸の俸給月額に、仮定号俸に対応する切替後の各級の1号俸の改定率を

乗じて算出した仮定俸給月額を用いて対応金額スライド方式により、改定後の報

酬・俸給月額を算出している。

3 次に、給与制度の整備に伴う改定（報酬法改正案・俸給法改正案の第2条）に

ついては、当該整備によって、行政職俸給表（一）の3級から7級までの俸給の

最低水準の引上げ等の措置が執られるとともに、 8級から10級までについても

－8－



俸給体系の見直しが行われることにより俸給水準が底上げされる。俸給体系自体

が見直しされることから、給与制度の整備に対応するもの（判事補1～12号、

簡裁判事5～17号、検事9～20号、副検事3～16号）については、改定後

の当該級の全ての号俸の俸給の平均額を改定前の当該級の全ての号俸の俸給の平

均額で除した上で改定率を算出し、 さらにその改定率を乗じて算出した仮定俸給

月額を用いて、対応金額スライド方式により改定後の報酬・俸給月額を算出して

いる。

－9－



裁判官及び検察官の改定報酬月額の算出基礎(R6.4較差改正）
◎最高裁長官

（現行）

内閣総理大臣

最高裁長官

(改定）

内隠総理大臣

最商裁長官

く
く ;W::IJ

く
く :;:|:I::}丁

0 0

◎最高裁判事・検事総長

（現行）

国務大臣等 ( 1,470,000)

丁最高裁判蛎

検事総長 ( 1,470,000)

(改定）

国務大臣等

最高裁判事

検事総長

( 1,486,000)

］
( ｣,486.000)

0 0

◎東京高裁長官

（現行）

内閣法制局長官等

東京高裁長官

(改定）

内隈法制局長官等

東京高裁長官

く
卜

く
く |蝋::;|丁|洲::|丁

00

◎その他の高裁長官・東京高検検事長

（現行）

内閣法制局長官等 ( 1,410,000)

F
その他の高裁長官

東京高検検事長 ( 1,306,000)

大臣政務官等 ( 1,203,000)

（改定）

内閣法制局長官等 ( 1,426,000)

I
その他の高裁長官

東京高検検事長 (X)

大臣政務官等 ( 1,216,000)

X= 1,216,000+ 210,000 X

207,000

lO3,000

210，000

103,000÷ 207,000
＝＝ 1320492.75

＝＝ 1，321．000

◎次長検事・その他の検事長

（現行）

大臣政務官等 （

吹長検邪 （

(改定）

大臣政務官等

次長検事

1,203,000)

1,203,000)

く
１ |洲職］

0 0

丁

◎判事1号・検事1号

（現行）

指定職8号俸 ( 1, 178,000)

丁判事1号

検事1号 ( 1, 178,000)

◎判事2号・検事2号

（現行）

指定職6号俸 ( 1,038,000)

丁判事2号

検事2号 ( 1,038,000)

◎判事3号・検事3号・簡裁判事特号

（現行）

指定職5号俸 ( 968,000)

丁判事3号

検事3号 （ 968,000）

◎判事4号・検事4号・簡裁判事1号

（現行）

指定職3号俸 ( 820,000)

丁判事4号

検事4号 ( 820,000)

◎判事5号・検事5号・簡裁判事2号

〈現行）

指定職1号俸 ( 708,000)

丁判事5号

検事5号 （ 708,000）

(改定）

指定職8号俸

判事1号

検事1号

く
く

l, 191,000)

］
1. 191.0qQ)

I,049,000)

1
1，049.0QQ)

979,000）

］
979,0QQ)

829,000）

］
829､OOO)

716,000)

］
716，QQQ)

0 0

(改定）

指定職6号俸

判事2号

検事2号

く
く

0 0

(改定）

指定職5号俸

判事3号

検事3号

く
く

0 0

(改定）

指定職3号俸

判事4号

検事4号

く
く

0 0

(改定）

指定職1号俸

判事5号

検事5号

く
Ｉ

0 0

－10－



◎判事6号・検事6号・簡裁判事3号・副検事特号

（現行）

旧指定職3号棒 ( 636,000)

丁判事6号

検率6号 （ 636,000）

(改定）

旧指定職3号棒

判事6号

検事6号

（ 644,000）

］( 644,00q)

0 0

旧指定職3号棒
①切醤号俸である現帽定轍1号修の改定率を染じるが(636,000×716,()00/708,000-636,000=7,186)
②現指定轍1砂偲の改定状況(8,000円贈額）よりも不利な改定となるのはバランスを失寸るので柵轆(7, 186→8,000)

◎判事7号・検事7号・簡裁判事4号・副検事1号

（現行）

旧指定職2号棒 （ 576,000）

丁判事7号

検事7号 （ 576,000）

(改定）

旧指定職2号禅

判事7号

検事7号

（ 584,000）

］( 584,000)

0 0

旧指定職2号棒
①切梼号怖である現指定猟l号俸の改定率を乗じるが(576,000×716,000/708,000-576,000=6,508)
②旧術定硫2号棒は旧脂定職3号棒よりも下位の号俸であるところ、旧揃定職3号棒の改定状況(8,000円増額）よりも不利な改定となるのはバラン
スを失するので訓維(6,508→8，000）

◎判事8号・検事8号・副検事2号

（現行）

旧指定職1号棒 ( 518,000)

丁判事8号

検事8号 ( 518,000)

(改定）

旧指定職1号棒

判事8号

検事8号

（ 526,000）

1
（ 526,n0Q)

0 0

旧掴定聯1号棒
①切梼号傑である現擶定職1号僻の改定率を染じるが(518,000×716,000/708,000-518,000=5,853)
②旧指定恥1舟搾は旧術定聯2号棒よりも下位の号伶であるところ、旧指定恥2号搾の改定状況（8,000円墹額）よりも不利な改定となるのはバラン
スを失するので澗雛（5,853→8,000)

◎簡裁判事5号・副検事3号

（現行）

旧11級6号俸 ( 447,300)

再
簡裁判事5号

副検事3号 （ “0,400）
旧11級5号修 ( 434,600)

（改定）

旧11級6号修 （

簡裁判事5号

副検事3号 (X)
旧11級5号俸 〈

X= 440,200+
＝＝ 446000.00

＝ 446,000

12,700

5，800 ::::11 ""
12,700× 5,800÷ 12,700

旧11級6号俸

①切替号俸である現9級1号俸の改定率を染じるがく4.17,300×465,500/459,900-447,300=5,147)
②現9級1号修の改定状況(5,600'円増鋤よりも不利な改定となるのはバランスを失するので調整(5,447→5,600)

旧11級5号作

①切替号俸である現9級1号俸の改定率を乗じるが(434,600×465,500/459,900-l34,600=5,292)
②旧11級5号鯵は旧11級6号陣よりも下位の号俸であるところ、旧l1級6号際の改定状況(5,600円瑚額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので澗鞍(5,292-5,600)

◎判事補1号・検事9号・簡裁判事6号・副検事4号

（現行） （改定）

"": | g*Fi::: 灘雲 141 ""
X= 427,600+ 120600 × 1,000÷ 12,600

428600.00

＝＝ 428,600

旧11級5号体：nW述のとおり

旧11級4号僻

①切替号俸である現9級1号棒の改定率を乗じるが(422,000×465,500/459,900-422,000=5, 139)
②旧11級4号俸は旧11級5号俸よりも下位の号俸であるところ、旧11級5号作の改定状況(5,6001円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので鯛穂(5,139→5,600)

－11－



◎判事補2号・検事10号・簡裁判事7号・副検事5号

（現行） （改定）

"Zi;¥IMF:::"MuJ ""
X= 388,700+ 12,800 × 6,200÷ 12,800

＝＝ 394900.00

＝＝ 394,900

旧11級2号係
①切替号･俸である現9級1号俸の改定率を乗じるが（395,900×465,500/459,900=395,900 4,821)
②旧11級2号俸は旧11級4号作よりも下位の号俸であるところ、旧11級4号作の改定状況(5,600円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので猟整(4,821→|5,600)

旧11級1号像
①切替号俸である現9級l号俸の改定率を乗じるが(383, 100×465,500/4590900-383, 100=4,665)
②旧11級1号俸は旧11級2号俸よりも下位の号体であるところ、旧ll級2号締の改定状況(5,600円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので細盤〈4,665→5,600〉

◎判事補3号・検事11号・簡裁判事8号・副検砺6号

（現行）

灘菫 | !!MIIIFIf::
（改定）

旧10級4号俸 （

判事補3号

検事11号 (X)

旧10級3号俸 〈

X= 371,300+

＝＝ 372400.00

＝＝ 372,400

::W1""
11，200× 1， 100÷ 11，200

旧10級4号作
①切櫻最維である現8級1号僻の改定率を乗じるが（377,200×415,600/410,300-377,200=4,872)
②現8級1号作の改定状況（5,300円期額）よりも不利な改定となるのはバランスを失寸るので訓盤（4,872‐5,300)

旧10級3号伶
①切替号俸である現8級1号俸の改定率を乗じるが(3660000×415,600/410｡300-366,000=4,728)
②旧10級3号作は旧10級4号俸よりも下位の号俸であるところ、旧10級4号修の改定状況(5,300円増額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので砺牲（4.728→51300)

◎判事補4号・検事12号・簡裁判事9号・副検事7号

（現行） （改定）

灘： ｜窯妬"'w: "": #p""
X= 349,000+ 11,000× 100÷ 11,000

349100.00

349ｫ100=349｡600＝＝

旧10級2号作
①切待号俸である現8級1号俸の改定率を乗じるが（354,700×415,600/410,300-354,700=4,582)
②旧10級2号俸は旧10級3号俸よりも下位の号俸であるところ、旧10級3号俸の改定状況(5,300円噌額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
うl-るので調盤(4,582→5,300)

In10,級1号{梱
①切祷号俸である現8級1号俸の改定率を粟じるが（343,7(>0×'115,600/410,300-343, 700=4,440)
②旧10級1号俸は|ﾛ10級2号修よりも下位の号俸であるところ、旧10級2号僻の改定状況(5,300円噌額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので調盤（4,440→5,300）

直近下位である判取袖5号・検那13号“簡裁判嚇1OS･ ･剛検車8号の『報酬月餓十初任給刷雛手当の月額jとバランスを失するので澗整(349, 100-
349. 600）

◎判事補5号・検事13号・簡裁判事10号・副検事8号

（現行）

"I ;;iIMF;:I
（改定）

旧9級2号像 （

判事補5号

検事13号 (X)

旧9級1号僻 （

X= 319,300+

＝＝ 330300,00

＝＝ 330.300

"M1 ""
11, 100× ll!000÷ 11, 100

旧9級2号締
①切替号俸である現7級1号俸の改定率を乗じるが(322,500×373.400/365,500-322,500=6,971)
②現7級1号俸の改定状況（7,900円増額）よりも不利な改定となるのはバランスを失するので綱整（6,971→7,900)

旧9級1号作
①切替号俸である呪7級1号作の改定率を采じるが(311,400×373,400/365,500-311,400=6,731)
②旧9級1号伸はlil9級2号作よりも下位の号俸であるところ、旧9級2号修の改定状況(7,900円1M:額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので澗整(6,731→7,900)
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◎判事補6号・検事14号・簡裁判事11号・副検事9号

（現行） （改定）

灘讓 I撚而墓::":u1 ""
X= 315,600+ 3,700 × 4,200÷ 7,700

＝＝ 317618.18

＝＝ 317,600

旧9級1号俸：前述のとおり

旧8級3号俸
①切替号維である現6級1号修の改定率を乗じるが(303,700×335,000/323,100-303,700=11,185)
②現6級1号俸の改定状況(11,900円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失するので醐稚(11, 185一11,900)

◎判事補7号・検事15号・簡裁判事12号・副検事10号

（現行） （改定）

灘： ｜議妬菫I:"::|1 ""
X= 297, 100+ 9,200× 6,200÷ 9,200

＝ 303300.00

＝＝ 303,300

旧8級2号修
①切替号俸である現6級1号俸の改定率を乗じるが（294,400×335,000/323, 100-294,400=10,843)
②旧8級2号俸は旧8級3号俸よりも下位の号俸であるところ、旧8級3号俸の改定状況(11,900円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので調整（10‘843-.11,900)

旧8級1妙怖
①切替号俸である現6級1号俸の改定率を粟じるが(285,200×335,000/323, 100-286,200=10,504)
②旧8級1号修は旧8級2号修よりも下位の号伶であるところ、旧8級2号俸の改定状況(11,900円贈額〉よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので澗驍（10,504-.11,900)

◎判事補8号・検事16号・簡裁判事13号・副検事11号

（現行） （改定）

瀧I"IF:::"luI ""
X= 291,800+ 5,300× 4,800÷ 7,800

＝＝ 295061.53

＝ 295．100

旧8級1号俸：前述のとおり
ノ

旧7級2号倖
①切祷号伶である現5級1号俸の改定率を梁じるが(277,400×309,800/295,400-277,400=13,523)
②現5級1号修の改定状況（14,400円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失するので澗披（13,523→14, .100)

◎判事補9号・検事17号・簡裁判事14号・副検事12号

（現行） （改定）

獺｜ 襄襲F､:::""1 ""
X= 278,900+ 4,300× 300÷ 5,600

＝ 279130,35

＝＝ 279． 100

旧7級1号像
①切符号俸である現5級1号俸の改定率を粟じるが(268,800×309,800/295,400-268,800=13, 103)
②旧7級1号俸は旧7級2号作よりも下位の号佛であるところ、旧7級2号作の改定状況(14,400円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので澗麟(13, 103→14,400)

旧6級2号俸

①切捗号伸である現4級1号俸の改定率を染じるが(263,200×287,300/271,600-263,200=15,214)
②現4級1号俸の改定状況(15,700円贈額）よりも不利な改定となるのはバランスを失するので澗整(15,21･1→15,700)
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◎判事補10号・検事18号・簡裁判事15号・副検事13号

（現行）

旧6級1号俸 ( 254,800)

丁判事補10号

検事18号 （ 254800）

(改定）

旧6級1号催

判事補10号

検事18号

（ 270,500）

］270,5凶）

0 0

旧6級1号俸
①切朴号俸である現4級1号搾の改定率を乗じるが(254,800×287,300/271,600-254,800=14,729)
②旧6級1号偽は順6級2妙修よりも下位の号俸であるところ、旧6級2サ侭の改定状況(15,700円墹額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので漉盤(14,729→15,700)

◎判事補11号・検事19号・簡裁判事16号・副検事14号

（現行）

灘鬘 |"IF::
(改定）

旧5級2号修 （

判事補11号

検事19号 (X)

旧5級1号俸 （

X= 265,300+

＝ 267442.85

267.400

i::W1 ""
4,000× 3,000÷ 5,600

lロ5級2号俸＝現3級9号係であるから．現3級9号作と同槻に改定
旧5級1号俸＝現3級5号作であるから、現3級5号作と同棟に改定

◎判事補12号・検事20号・簡裁判事17号・副検事15号

（現行）

:"|"IF::
(改定）

旧5級1号俸 （

判鄭補12号

検事20号 (X)

旧4級2号俸 （

X= 261,300+

＝ 263554.54

263,600

:::Mr"
4,000 × 3, 100÷ 5,500

旧5級1号俸：前述のとおり
旧4級2号･俸＝現3級1号体であるから、現3級1号俸と伺槻に改定

◎副検事16号

（現行） （改定）

旧4級1号俸 （ 0 旧4級1号俸 （ 0

鐙:::}丁 鴛淵丁副検事16号 （ 副検事16号 （
旧4級1号俸

①切替号俸である現3級1号伸の改定率を乗じるが(233,000×261,300/240,900~233,000=19,731)
②旧4級1号像は旧4級2号俸よりも下位の号維であるところ、旧4級2号俸の改定状況(20,400円増額）よりも不利な改定となるのはバランスを失
するので調整(19,731→20,400)

◎副検事17号

（現行）

旧3級4号俸

副検事17号

旧3級3号俸

(改定）

旧3級4号俸 〈

副検事17号 (X)

旧3級3号俸 （

X= 242,000+

247115.78

＝ 247.100

Ｉ
ｉ
226,800）

226,500）

221, 100)

5,7()0

5，400 ::;:;|] ""
5，400× 5，400÷ 5，700

乃

旧3級4号俸＝呪2級13号作であるから、現2級13砂伸と同槻に改定
旧3級3号俸＝現2級9号像であるから、現2級9号俵と同梯に改定
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裁判官及び検察官の改定報酬月額の算出基礎(R7.4制度改正）
副検事3号

（改定）

｜ 謹1妬駕：鵜|"巽鯛1
X= 456,000+ 13, 100X
＝ 461982.67

＝＝ 462,000

◎涌裁判事5号

（現行）
旧11,級6号俸

簡裁判率5号

剛検事3号

旧11級5号俸

13， 100

5,800÷ 12，700

旧11級6号俸
現9級の平均額の改定率を乗じ(452,900×528,400/510, 100-452,900=16,248)、四捨五入(16,248→16,200)

旧11級5号俸
現9級の平均額の改定串を乗じ〈440,200×528,400/510, 100-440,200=15,792)、四捨五入(15,792耳15,800)

◎判事補1号・検事9号・簡裁判事6号・副検事4号

（現行） （改定）

蕊| ;;!IIFI::: ";::1
X= 442,900+ 13, 100X

＝＝ “3939.68

＝＝ 443,900

旧11級5号修前述のとおり

旧11級4号俸
現9級の平均額の改定率を乗じ(427,600×528,400/510' 100-427,600=15,340)、四捨五入(15,340→15,300）

13，100

I． （)()(）÷ '2，6()(）

◎判事補2号・検事10号・簡裁判事7号・副検事5号

（現行） （改定）

獺｜ 墓難]": 灘鑿 |"1
X= 4020600+ 13,300X

＝＝ 409042.18

＝＝ 409,000

II111級2号俸
現9級の平均額の改定率を乗じ(401,500×528,400/510, 100-401,500=14,404)、四捨五入(14n404-.14.400）

13,300

6,200÷ 12，800

旧11級1号伸
現9級の平均額の改定率を乗じ（388,700×528,400/510, 100-388,700=13,945)、四捨五入(13,945→13,900）

◎判事補3号・検事11号・簡裁判事8号・副検事6号

（現行） （改定）

鱸| ;;;MFi::": |"二悪I
X= 389,600+ 11,800X
＝＝ 390758.92

390.8()0

旧10級4号作
現8級の平均額の改定串を乗じ（382,500×475,800/453,400-382,600＝18,897)、凹播五入(18,897→18,900）

11,800

1． 100？ 11,200

旧10級3号俸
現8級の平均額の改定率を乗じ〈371,300×475,800/453,400-371,300=18,344)、四捨五入(18,344→18,30()）
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話

◎判事補4号・検事12号・簡裁判事9号・副検事7号

（現行） （改定）

難： ｜難妬Mw: ";: I"1 !"
X= 366,200+ 11,600× 100÷

＝ 366305‘45

＝＝ 366.300

判ﾘ杣4号・検察12号の『（現行） 」の金額は、判耶補5号・検耶13号･の報酬月額等との調整により加騨した500ixlを差し引いた額とした。

11，000

旧10級2号伶
現8級の平均額の改定率を乗じ（360,()0()×475,800/453,400-360'OO()=17,786)、幽播五人(17,786→17,800)

旧10級1号搾
現8級の平均額の改定率を乗じ(349,000×476,800/453,400-349,000=17,242)、四楡五入(17,242→17,200)

◎判事補5号・検事13号・簡裁判事10号・副検事8号

（現行） （改定）

鱸I 嘉繋FM;::"I"]
X= 328,400+ 11,400X

339697,29

＝＝ 339.700

旧9級2号伶
現7級の平均額の改定率を乗じ（330,400×436.200/424,100-330,400=9,427)、四捨五入(9,427→9,400)

11，400

11，000÷ 11， 100

旧9級1号俸
現7級の平均額の改定率を乗じ(319,300×436,200/424, 100-319,300=94 110)、四捨五入(9, 110→9,100)

◎判事補6号・検事14号・簡裁判事11号・副検事9号

（現行） （改定）

旧9級1号俸 （ 319,300）－－ 3,700 旧9級1号俸 （ 328,40()）

I
判事補6号 判率補6号

検事14号 （ 検事14号 (X)

淵:}_丁 ’'00,旧8級3号俸 （ 旧8級3号俸 ( 321,600)

X= 321,600+ 6,800X

＝＝ 325275,67

＝ 325,300

旧9級1号俸；前述のとおり

旧8級3号伶
現6級の平均額の改定率を乗じ（315,600×397. 100/389,700-315,600=5,993) .四捨五入(5,993-.6,0()0）

6,800

2,000÷ 3,700

◎判事補7号・検事15号・簡裁判事12号・副検事10号

（現行） （改定）

鱸｛ 襄難F:::: "Z lul
X= 302,700+ 9,400X

＝＝ 309034.78

309,000

旧8級2号体
現6級の平均額の改定串を粟じ(306,300×397, 100/389,700-306,300=5,816) 、四楡五入(5,816→5,800）

9，400

6,200÷ 9，2()0

旧8級1号俸

現6級の平均額の改定率を乗じ(297 100×397, 100/389,700-297, 100 5,642)、四捨五入(5,6鰹→5,600）
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◎判事補8号・検事16号・簡裁判事13号。副検事11号

（現行） （改定）

灘｜ 襄鮖室:: !"141
X= 295,700+ 7,000X

＝＝ 300058,49

＝＝ 300．100

旧8級1．号俸：前述のとおり

旧7級2号体
現5級の平均額の改定率を乗じ(291,800×372,500/367,600-291,800=3,890)、四捨五入(3,890→3,900)

7,()00

3,300÷ 5.300

◎判事補9号・検事17号・簡裁判事14号・副検事12号

（現行） （改定）

:"I!!!;MP::":41
X= 283, 100+ 3,900X

二二 283281.39

＝＝ 283.3()(）

旧7級1号伸
現5級の平均額の改定率を乗じ(283,200×372‘500/367,600-283,2()(） 3,775)、四持五入（3,775→3,800）

3,900

200÷ 4,300

旧6級2号体
現4級の平均額の改定率を乗じ(278,90()×352,8()0/347,600-278,90()=4, 172)、四捨五入(4, 172-.4,200）

◎判事補10号・検事18号・簡裁判事15号・副検事13号

（現行） （改定）

旧6級1号俸 （ 270,500） 0 旧6級!;" ) :W丁 ”事棚,,。 ］判事補10号

検事18号 （ 270,500） 検事18号 ( 274,500)

旧6級1号俸

現4級の平均額の改定率を梁じ(270‘500×352,800/347,600-270,500=4,047)、四拾五人(4,047→4,000)

0

◎判事補11号・検事19号・簡裁判事16号・副検事14号

（現行） （改定）

獺| z;IF::: 灘霊 141
X= 267,000+ 4,000X

269100.00

＝ 269， 100

旧5級2号俸

現3級の平均額の改定率を乗じ(269,300×3】9,700/317,700-269,300＝1,695)、四捨五入（1,695→1,700)

旧5級1号俸

現3級の平均額の改定率を乗じ(265,300×319,700/317,700-265,300c1,670)、四捨五入(1,670→1,700)

4,()00

2,100÷ 4．000

◎判事補12号・検事20号・簡裁判事17号・副検事15号

（現行） （改定）

灘妻 ｜纂妬鑿:：獺!“
X= 262,900+

＝＝ 265257.50

＝＝ 265.300

旧5級1号仰；前述のとおり

旧4級2号俸

現3級の平均額の改定率を乗じ(261,300×319,700/317,700-261,300=1.645) ､四捨五入(1,646→1,600）

267,000)

1262,900)

4， 100×

4，100

2,300÷ 4,000

◎副検事16号

（現行）

旧4級1号俸

副検事16号

(改定）

旧4級1号俸

副検事16号

く
Ｉ ;柵}丁

0 く
く ::::::)]

0

旧4級1号伶
現3級の平均額の改定率を乗じ(253,400×319,700/317,700-253,4001,595)、四捨五入(1,595-.1,“O）
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